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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 
３ 持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。 
４ 第10期中については、平成16年５月20日付で株式１株を２株に分割しております。また、第11期については、平成18年２
月１日付で株式１株を２株に分割しております。 

５ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準
第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用
しております。 

６ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。 

  

回次 第10期中 第11期中 第12期中 第10期 第11期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 3,922 4,926 8,346 8,630 12,934 

経常利益 (百万円) 231 563 523 611 1,323 

中間(当期)純利益 (百万円) 112 79 254 164 434 

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(百万円) ― ― ― ― ―

資本金 (百万円) 483 483 483 483 483 

発行済株式総数 (株) 11,948 11,948 23,896 11,948 23,896 

純資産額 (百万円) 1,496 1,578 2,125 1,547 1,933 

総資産額 (百万円) 8,785 8,339 12,448 8,296 12,892 

１株当たり純資産額 (円) 125,237.89 132,121.98 88,481.15 128,440.82 79,830.20 

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 9,437.05 6,681.56 10,650.37 12,639.98 17,108.94

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 3,000.00 2,000.00

自己資本比率 (％) 17.0 18.9 17.0 18.7 15.0 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 115 608 252 802 2,245

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,325 △573 △1,038 △2,284 △3,860

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 1,866 △286 △485 1,226 3,063

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 1,862 699 1,127 951 2,399

従業員数 
(外、平均臨時従業員数) 

(名) 
129 
(491)

171
(575)

299
(1,088)

140 
(524)

269
(1,056)



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社グループが営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注) 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員(１日８時間換算)であります。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数(名) 299(1,088) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間期におけるわが国経済は、企業収益の改善に伴い設備投資が増加し、更には個人消費も回復基調を見せる

など堅調に推移しておりますが、原油価格の高騰、金利上昇等の懸念材料もあり先行き不透明な状況にあります。 

このような経済情勢の中、カラオケルーム業界におきましては、成熟市場での差別化競争が進み、複合カフェ業

界におきましては、業態認知度向上により市場が拡大する一方で大型複合化したチェーン店舗間での競争激化が加

速いたしました。 

こうした環境のもとで当社は、クリンリネスの徹底、接客力向上、お客様のお声に即した改善の継続実施等の内

部体制強化に取り組み顧客満足度の向上を図りつつ、一方では将来へ向けた積極投資として計21店舗（前年同中間

期比20店舗増）の新規出店を行いました。 

これらの結果、売上高は増収ながら営業利益、経常利益は減益となりましたが、計画に対しては売上高、営業利

益、経常利益、中間純利益ともに上回って推移しており、当中間期の業績は売上高8,346百万円（前年同中間期比

69.4％増）、経常利益523百万円（前年同中間期比7.0％減）、中間純利益254百万円（前年同中間期比218.8％増）

となりました。 

  

 各事業別の業績は次のとおりであります。 

Ａ．カラオケルーム運営事業 

カラオケルーム運営事業は、２店舗の新規出店を行い、当中間期末店舗数は91店舗（前年同中間期比１店舗増）

となりました。 

営業面におきましては、青少年健全育成条例の遵守等により若年層の利用が減少したものの、 商品面で、４月

のグランドメニュー改廃、シーズンメニューの計画的な投入により、飲食売上高が好調に推移した結果、既存店売

上高前年同中間期比は0.6％減にとどまりました。 

以上の結果、当中間期の実績は、売上高5,101百万円（前年同中間期比3.8％増）、営業利益548百万円（前年同中

間期比6.3％減）となり、売上高、営業利益ともに計画を上回りました。 

  

Ｂ．複合カフェ運営事業 

複合カフェ運営事業におきましては、複合カフェ18店舗、フィットネスクラブ１店舗の新規出店を行いました。

フィットネスクラブの新規店舗は、カラオケ店との初の複合店舗であり、会員様の相互利用促進など、今後の新規

出店における物件に応じた業態の組み合わせを決定する上での様々な検証を実施してまいります。なお、当中間期

末店舗数は83店舗となりました。 

営業面におきましては、カラオケルーム運営事業のノウハウを活かすべく、店長の採用、教育制度の一本化、人

事異動による組織強化等、基盤整備に着手いたしました。更には、料金体系の見直し、シーズンメニュー展開によ

る高単価商品の販売により既存店売上高前年同中間期比は1.0％増（既存店前年実績は、営業譲受け前の株式会社Ａ

ＯＫＩホールディングスの実績）となりました。 

以上の結果、積極的な新規出店によりオープン経費が増加し、当中間期の実績は売上高3,245百万円（前年同中間

期比23,325.1％増）、営業損失16百万円となりましたが、売上高、営業利益ともに計画を上回りました。なお、当

中間期の新規出店19店舗の実績は売上高325百万円、営業損失307百万円であり、既存店及び２年目店の実績は売上

高2,919百万円、営業利益291百円となっております。 

  



  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ1,271百万円減少

し、1,127百万円となりました。 

当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、252百万円と前年同期比356百万円（58.6％）の減少となりました。 

その主な内訳は税引前中間純利益487百万円、減価償却費411百万円、法人税等の支払570百万円によるものであり

ます。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、1,038百万円と前年同期比464百万円（81.0％）の増加となりました。 

これは主に、21店舗の新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出938百万円、敷金・保証金の増加による支

出134百万円によるものであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、485百万円と前年同期比198百万円（69.4％）の増加となりました。 

これは主に、短期借入金による収入500百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出938百万円があった

ことによるものであります。 

  

  

  

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産、受注の状況 

当社は、生産、受注活動は行っていないため該当事項はありません。 

  

(2) 販売実績 

① 事業部門別販売実績 

当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ その他売上の主な内訳は、入会金売上であります。 

２ その他売上の主な内訳は、快活フィットネスＣＬＵＢ売上及び快活スパＣＬＵＢ売上であります。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 地域別販売実績 

当中間会計期間における販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

区 分 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

金額(百万円) 前年同期比(％) 

カラオケルーム運営事業 5,101 103.8 

  カラオケルーム売上 2,717 101.6 

  飲食売上 2,317 106.5 

  その他売上（注）１ 66 105.7 

複合カフェ運営事業 3,245 23,425.1 

  複合カフェ売上 3,066 22,134.3 

  その他売上（注）２ 178 ― 

合 計 8,346 169.4 

地域別 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

金額(百万円) 前年同期比(％) 

東北地域 868 162.0 

関東地域 3,683 200.4 

北陸地域 690 103.9 

甲信越地域 862 105.8 

中京地域 1,114 209.2 

関西地域 1,128 208.8 

合計 8,346 169.4 



３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありま

せん。 

  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、経営上の重要な契約は行われておりません。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

当中間会計期間において、カラオケルーム運営事業４店舗及び複合カフェ運営事業31店舗を、 それぞれ６店舗

及び28店舗に変更しております。また、カラオケルーム運営事業２店舗及び複合カフェ運営事業２店舗について

は、完了予定年月を平成19年４月に変更しております。 

なお、確定した重要な設備の新設は、次のとおりであります。 

  

(注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．投資予定額には敷金・保証金及び長期前払費用が含まれております。ただし、リース投資額は除いております。 

３．事業所名等は変更する場合があります。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

前事業年度末に計画していた設備計画のうち、当中間会計期間に完了したものは、次のとおりであります。 

  

事業所名 
(所在地) 

事業部門 設備の内容 

投資予定額
(百万円) 資金調達

方法 
着手年月

完了予定 
年月 

増加能力
(ルーム
数、営業面
積㎡) 総額 既支払額

（コート・ダジュール） 
西葛西店 
（東京都江戸川区） 

カラオケ 
ルーム 
運営事業 

カラオケ店 102 ― 借入金 
平成19年
１月 

平成19年
２月 

ルーム数 

25 

金沢田上店 
（石川県金沢市） 

同上 同上 98 ― 同上 
平成19年
１月 

平成19年
２月 

30

神戸灘六甲店 
(兵庫県神戸市灘区) 

同上 同上 90 ― 同上 
平成19年
２月 

平成19年 
４月 

25

宝塚店 
(兵庫県宝塚市) 

同上 同上 80 ― 同上 
平成19年
２月 

平成19年 
４月 

25

(快活ＣＬＵＢ) 
姫路北条店 
（兵庫県姫路市） 

複合カフェ
運営事業 

複合カフェ 48 5 同上 
平成18年
９月 

平成18年
10月 

㎡ 

631 

百合ヶ丘店 
(神奈川県川崎市麻生区) 

同上 同上 44 ― 同上 
平成18年
10月 

平成18年
11月 

742

内環巽店 
（大阪府大阪市生野区） 

同上 同上 53 ― 同上 
平成18年
11月 

平成18年
12月 

435

新発田店 
（新潟県新発田市） 

同上 同上 50 ― 同上 
平成18年
11月 

平成18年
12月 

618

ひたちなか店 
（茨城県ひたちなか市） 

同上 同上 54 ― 同上 
平成18年
12月 

平成19年
１月 

602

守谷店 
（茨城県守谷市） 

同上 同上 52 ― 同上 
平成18年
12月 

平成19年
１月 

574

奈良店 
（奈良県奈良市） 

同上 同上 55 15 同上 
平成19年
２月 

平成19年
４月 

496 

京都伏見店 
（京都府京都市伏見区） 

同上 同上 50 ― 同上 
平成19年
３月 

平成19年 
４月 

679 

(快活スパＣＬＵＢ) 
土浦真鍋店 
（茨城県土浦市） 

同上 温浴施設 25 0 同上 
平成18年
８月 

平成18年
10月 

149

事業所名 
(所在地) 

事業部門 設備の内容
投資額
(百万円) 

完了年月 完成後の増加能力



(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 投資額には敷金・保証金及び長期前払費用が含まれております。ただし、リース投資額は除いております。 

  

(3) 重要な設備の新設等 

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等はありません。 

  

  

(4) 重要な設備の除却等 

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等は、次のとおりであります。 

（コート・ダジュール） 
四軒家店 
（愛知県名古屋市守山区） 

カラオケルーム 
運営事業 

カラオケ店 72 平成18年４月
ルーム 

32 

長野昭和通り店 
（長野県長野市） 

同上 同上 85 平成18年９月 23

(快活ＣＬＵＢ) 
前橋上小出店 
(群馬県前橋市) 

複合カフェ 
運営事業 

複合カフェ 45 平成18年４月
㎡ 

729 

盛岡上堂店 
(岩手県盛岡市) 

同上 同上 44 平成18年４月 580

名和店 
(愛知県東海市) 

同上 同上 47 平成18年４月 537

鶴ヶ島インター店 
(埼玉県鶴ヶ島市) 

同上 同上 52 平成18年５月 965

大宮三橋店 
(埼玉県さいたま市西区) 

同上 同上 54 平成18年５月 656

甲府上阿原店 
(山梨県甲府市) 

同上 同上 53 平成18年５月 722

北上店 
(岩手県北上市) 

同上 同上 46 平成18年６月 620

17号本庄店 
(埼玉県本庄市) 

同上 同上 48 平成18年６月 596

外環中石切店 
(大阪府東大阪市) 

同上 同上 56 平成18年６月 686

50号笠懸店 
(群馬県みどり市) 

同上 同上 51 平成18年６月 657

会津若松店 
(福島県会津若松市) 

同上 同上 49 平成18年７月 723

南行徳店 
(千葉県市川市) 

同上 同上 50 平成18年７月 478

土浦真鍋店 
(茨城県土浦市) 

同上 同上 41 平成18年８月 500

成田ニュータウン店 
(千葉県成田市) 

同上 同上 43 平成18年８月 417

千葉道場店 
(千葉県千葉市中央区) 

同上 同上 50 平成18年８月 688

神戸北店 
(兵庫県神戸市北区) 

同上 同上 43 平成18年９月 526

26号泉佐野店 
(大阪府泉佐野市) 

同上 同上 47 平成18年９月 560

上越市役所前店 
(新潟県上越市) 

同上 同上 48 平成18年９月 599

(快活フィットネスCLUB) 
長野昭和通り店 
（長野県長野市） 

同上 
フィットネス
クラブ 

113 平成18年９月 1,320

合計 1,149 ―        ―

事業所名 
(所在地) 事業部門 設備の内容 帳簿価額

(百万円) 
除却等の 
予定年月 

除却等による
減少能力 

(コート・ダジュール) 
福生店 
(東京都福生市) 

カラオケ 
ルーム 
運営事業 

カラオケ店 ― 平成18年10月 
ルーム数 

33 

(ゆう遊空間） 
百合ヶ丘店 
（神奈川県川崎市麻生区） 

複合カフェ運
営事業 

複合カフェ 10 平成18年11月 
㎡ 

742 



(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 95,584 

計 95,584 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月22日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 23,896 23,896
ジャスダック証券
取引所 

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式 

計 23,896 23,896 ― ― 



  

(2) 【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。 

(注)１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的株

式数を調整する。 

調整後目的株式数 ＝ 調整前目的株式数 × 無償割当、分割又は併合の割合 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は、次の算式により行使価額を調

整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。 

  

  

  

  中間会計期間末現在
(平成18年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日) 

新株予約権の数(個) 569 569 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 569 569 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 475,747円 同左 

新株予約権の行使期間 平成20年７月１日～ 
平成23年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 
発行価格  475,747円 
資本組入額 237,874円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、新株予約権

の行使時において、当社又は当

社の関係会社の取締役、監査役

又は従業員であることを要す

る。ただし、新株予約権者が当

社又は当社の関係会社の取締役

又は監査役を任期満了により退

任した場合及び従業員を定年に

より退職した場合は、退任及び

退職後３ヵ月間に限り行使でき

るものとする。 
②新株予約権者の相続人による

新株予約権の行使は認めない。 
③その他の行使の条件は、取締

役会決議により決定する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、

取締役会の承認を要するものと

する。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額  × 

  

１ 

無償割当、分割又は併合の比率 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成18年９月30日 ― 23,896 ― 483 ― 405 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

株式会社ＡＯＫＩホールディン
グス 

神奈川県横浜市都筑区葛が谷６番56号 16,000 66.96

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11－３ 1,291 5.40

エイチエスビーシーファンドサ
ービシイズクライアンツアカウ
ント006 
（常任代理人  香港上海銀行 
東京支店） 

LEVEL 13，１ QUEEN‘S ROAD CENTRAL，
HONG KONG 
  
（東京都中央区日本橋三丁目11－１） 

770 3.22

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８－11 609 2.55

株式会社横浜銀行 
（常任代理人  資産管理サー
ビス信託銀行株式会社） 

東京都中央区晴海一丁目８－12 600 2.51

株式会社八十二銀行 長野県長野市大字中御所字岡田178番地８ 480 2.01 

ヴァリック従業員持株会 神奈川県横浜市都筑区北山田三丁目１－50 308 1.29 

モルガン・スタンレー・アン
ド・カンパニー・インターナシ
ョナル・リミテッド 
（常任代理人  モルガン・ 
スタンレー証券株式会社） 

25 CABOT SQUARE，CANARY WHARF，LONDON
E14 4QA ENGLAND 
  
（東京都渋谷区恵比寿四丁目20－３） 

202 0.85 

牧 倫匡 神奈川県横浜市青葉区 200 0.84 

久保田 泰男 長野県長野市 200 0.84

栗田 宏 神奈川県横浜市都筑区 200 0.84 

中村 宏明 神奈川県横浜市青葉区 200 0.84 

計 ― 21,060 88.13 



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 23,896 23,896
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 23,896 ― ― 

総株主の議決権 ― 23,896 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株式

数(株) 
他人名義所有株式

数(株) 
所有株式数の合計

(株) 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％) 

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

  

（1）役職の異動 

  

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 599,000 592,000 495,000 470,000 460,000 469,000 

最低(円) 536,000 475,000 425,000 439,000 428,000 376,000 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

常務取締役 管理本部長兼経理部長 常務取締役 経理部長 菅谷 信一 平成18年10月11日

取締役 

コート・ダジュール営業本

部長兼コート・ダジュール

営業推進部長 

取締役 
コート・ダジュール

営業推進部長 
吉田 民明 平成18年10月11日

取締役 
店舗企画開発本部長兼店舗

開発部長 
取締役 店舗開発部長 白波瀬 孝 平成18年10月11日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、

当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成して

おります。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の

中間財務諸表については、中央青山監査法人（現 みすず監査法人）により中間監査を受け、当中間会計期間(平成18

年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間財務諸表については、あらた監査法人により中間監査を受けておりま

す。 

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

第11期中間会計期間の中間財務諸表  中央青山監査法人（現 みすず監査法人） 

第12期中間会計期間の中間財務諸表  あらた監査法人 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)                

Ⅰ 流動資産                

１ 現金及び預金     699   1,127    2,399  

２ 売掛金     17   29    32  

３ たな卸資産     53   100    98  

４ その他     472   697    559  

流動資産合計     1,244 14.9  1,955 15.7   3,089 24.0

Ⅱ 固定資産                

１ 有形固定資産 ※１              

(1) 建物     4,673   6,989    6,392  

(2) 構築物     497   533    516  

(3) その他     241   456    430  

有形固定資産合計     5,412 64.9  7,979 64.1   7,339 56.9

２ 無形固定資産     22 0.3  36 0.3   37 0.3

３ 投資その他の資産                

(1) 敷金・保証金     995   1,790    1,698  

(2) その他     681   696    737  

  貸倒引当金     △17   △10    △10  

投資その他の資産合
計    1,660 19.9 2,476 19.9   2,425 18.8

固定資産合計     7,095 85.1  10,492 84.3   9,802 76.0

資産合計     8,339 100.0  12,448 100.0   12,892 100.0

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)                

Ⅰ 流動負債                

１ 買掛金     113   181    195  

２ 短期借入金     500   500    －  

３ 一年内返済予定の 
  長期借入金    1,888 2,313   2,053 

４ 賞与引当金     53   105    137  

５ 役員賞与引当金     ―   8    ―  

６ その他 ※２   588   1,092    1,240  

流動負債合計     3,143 37.7  4,202 33.7   3,627 28.1

Ⅱ 固定負債                

１ 社債     700   700    700  

２ 長期借入金     2,796   5,282    6,480  

３ 退職給付引当金     16   26    23  

４ 役員退職慰労引当金     21   33    28  

５ その他     82   77    99  

固定負債合計     3,617 43.4  6,120 49.2   7,331 56.9

負債合計     6,761 81.1  10,322 82.9   10,958 85.0

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     483 5.8  ― ―   483 3.8

Ⅱ 資本剰余金                

１ 資本準備金     405   ―    405  

資本剰余金合計     405 4.8  ― ―   405 3.1

Ⅲ 利益剰余金                

１ 利益準備金     0   ―    0  

２ 任意積立金     500   ―    500  

３ 中間(当期)未処分 
  利益    188 ―   543 

利益剰余金合計     689 8.3  ― ―   1,044 8.1

Ⅳ その他有価証券評価差 
  額金    △0 ―   0 0.0

資本合計     1,578 18.9  ― ―   1,933 15.0

負債資本合計     8,339 100.0  ― ―   12,892 100.0

           



  

  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金     ―   483 3.9   ―  

２ 資本剰余金                

(1) 資本準備金   ―    405   ―    

資本剰余金合計     ―   405 3.3   ―  

３ 利益剰余金                

(1) 利益準備金   ―    0   ―    

(2) その他利益剰余金                

別途積立金   ―    800   ―    

繰越利益剰余金   ―    424   ―    

利益剰余金合計     ―   1,224 9.8   ―  

株主資本合計     ―   2,114 17.0   ―  

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券 
  評価差額金    ― 0   ― 

評価・換算差額等 
合計    ― 0 0.0   ― 

Ⅲ 新株予約権     ―   11 0.1   ―  

純資産合計     ―   2,125 17.1   ―  

負債純資産合計     ―   12,448 100.0   ―  

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高     4,926 100.0  8,346 100.0   12,934 100.0

Ⅱ 売上原価     3,942 80.0  6,991 83.8   10,517 81.3

売上総利益     983 20.0  1,354 16.2   2,417 18.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費     395 8.1  822 9.8   1,034 8.0

営業利益     587 11.9  532 6.4   1,382 10.7

Ⅳ 営業外収益 ※１   23 0.5  45 0.5   64 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２   48 1.0  54 0.6   123 1.0

   経常利益     563 11.4  523 6.3   1,323 10.2

Ⅵ 特別利益 ※３   10 0.2  2 0.0   10 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４   381 7.7  38 0.5   459 3.5

税引前中間(当期) 
純利益    191 3.9 487 5.8   873 6.8

法人税、住民税 
及び事業税   248   194 676   

法人税等調整額   △136 111 2.3 39 233 2.8 △236 439 3.4

中間(当期)純利益     79 1.6  254 3.0   434 3.4

前期繰越利益     108   ―    108  

中間(当期)未処分 
利益    188 ―   543 

           



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

  

  

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 483 405 405 

中間会計期間中の変動額       

 別途積立金の積立て       

 剰余金の配当（注）       

 役員賞与（注）       

 中間純利益       

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)       

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― ― 

平成18年９月30日残高(百万円) 483 405 405 

  

株主資本 

利益剰余金 

株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 0 500 543 1,044 1,933 

中間会計期間中の変動額           

 別途積立金の積立て   300 △300 ― ― 

 剰余金の配当（注）     △47 △47 △47 

 役員賞与（注）     △25 △25 △25 

 中間純利益     254 254 254 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)           

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― 300 △119 180 180 

平成18年９月30日残高(百万円) 0 800 424 1,224 2,114 

  
評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 0 0 ― 1,933 

中間会計期間中の変動額         

 別途積立金の積立て       ― 

 剰余金の配当（注）       △47 

 役員賞与（注）       △25 

 中間純利益       254 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 0 0 11 11 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 0 0 11 192 

平成18年９月30日残高(百万円) 0 0 11 2,125 



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

    
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

税引前中間(当期)純利益   191 487 873 

減価償却費   273 411 715 

減損損失   361 ― 439 

貸倒引当金の増加額   7 ― ― 

賞与引当金の増加額(△減少額)   11 △31 95 

役員賞与引当金の増加額   ― 8 ― 

退職給付引当金の増加額   4 3 10 

役員退職慰労引当金の 
増加額（△減少額）   △5 4 1

株式報酬費用   ― 11 ― 

受取利息   △0 △0 △0 

支払利息   34 44 79 

社債利息   2 2 4 

新株発行費   ― ― 4 

固定資産除却損   0 29 7 

建設協力金貸倒損失   2 ― 2 

売上債権の減少額（△増加額）   △1 2 △15 

たな卸資産の増加額   △9 △2 △7 

前払費用の増加額   △162 △116 △130 

未収入金の増加額   △6 △56 △23 

仕入債務の増加額(△減少額)   1 △14 83 

未払金の増加額   19 32 158 

未払費用の増加額(△減少額)   △3 17 111 

未払消費税等の増加額   32 0 44 

役員賞与の支払額   △13 △25 △13 

その他   32 56 156 

小計   773 866 2,598 

利息の受取額   0 0 0 

利息の支払額   △33 △44 △82 

法人税等の支払額   △130 △570 △271 

営業活動による 
キャッシュ・フロー   608 252 2,245



  

  

    
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

有形固定資産の取得による支出   △112 △938 △326 

無形固定資産の取得による支出   △0 △2 △1 

投資有価証券の取得による支出   △0 ― △0 

長期前払費用の増加による支出   △26 △3 △38 

敷金・保証金の増加による支出   △39 △134 △246 

敷金・保証金の減少による収入   50 15 61 

営業の譲受けによる支出   △443 ― △3,307 

その他   △1 25 △0 

投資活動による 
キャッシュ・フロー   △573 △1,038 △3,860

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

短期借入金の純増加額   500 500 ― 

長期借入れによる収入   ― ― 4,800 

長期借入金の返済による支出   △751 △938 △1,701

配当金の支払額   △35 △47 △35 

財務活動による 
キャッシュ・フロー   △286 △485 3,063

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
(△減少額)   △251 △1,271 1,448

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高   951 2,399 951 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高   699 1,127 2,399

    



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等に基づ 

  く時価法（評価差額は全部資本 

  直入法により処理し、売却原価 

  は総平均法により算定） 

 (2) たな卸資産 

  ① 商品・原材料 

    総平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等に基づ 

  く時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は総平均法により算定）  

 (2) たな卸資産 

  ① 商品・原材料 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は総

平均法により算定） 

 (2) たな卸資産 

  ① 商品・原材料 

 同左 

  ② 貯蔵品 

    最終仕入原価法 

  ② 貯蔵品 

同左 

  ② 貯蔵品 

 同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法 

   ただし、建物(建物附属設備

を除く。)については、定額法 

  なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

   建物      ２～41年 

   構築物     ２～20年 

   器具備品    ２～15年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法 

   ただし、建物(建物附属設備

を除く。)については、定額法 

  なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

   建物      ２～41年 

   構築物     ２～20年 

   器具備品    ２～15年 

 (2) 無形固定資産 

   定額法 

   ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づ

く定額法 

 (2) 無形固定資産 

   定額法 

   ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内にお

ける利用可能期間(３～５年)に

基づく定額法 

 (2) 無形固定資産 

   定額法 

   ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内にお

ける利用可能期間(３～５年)に

基づく定額法 

 (3) 長期前払費用 

   定額法 

 (3) 長期前払費用 

同左 

 (3) 長期前払費用 

同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

       同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

       同左 

    

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき計上

しております。 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

同左 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (3)  ――――――――― 

  

 (3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当事業年度

における支給見積額に基づき、

当中間会計期間に見合う分を計

上しております。 

(会計方針の変更) 

当中間会計期間より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11月29

日 企業会計基準第４号）を適

用しております。 

この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税

引前中間純利益が、８百万円減

少しております。 

 (3)  ――――――――― 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付の支給に備

えるため、退職金規程に基づく

自己都合退職金の中間期末要支

給額を計上しております。 

 (4) 退職給付引当金 

同左 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付の支給に備

えるため、退職金規程に基づく

自己都合退職金の期末要支給額

を計上しております。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

４ リース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   金利スワップについては、特

例処理の要件を充たしているた

め、特例処理を採用しておりま

す。 

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段……金利スワップ 

   ヘッジ対象……借入金の支払

利息 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

   借入金の金利支払にかかわる

キャッシュ・フロー変動リスク

を回避するため、対象債務の範

囲内でヘッジを行っておりま

す。 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

同左 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

   特例処理の要件を充たしてい

る金利スワップについて、有効

性の評価を省略しております。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない短期

的な投資からなっております。 

６ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 

６ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同左 

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

７ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 



会計処理の変更 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 これにより税引前中間純利益が 

327百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該各資産の金額から直接控

除しております。 

  

    ―――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号）を適

用しております。 

 これにより税引前当期純利益が 

370百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き当該各資産の金額から直接控除し

ております。 

    ―――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 これまでの「資本の部」の合計に

相当する金額は2,114百万円であり

ます。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の「純資産の部」につ

いては、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しております。 

  

    ―――――――― 

  （ストック・オプション等に関する

会計基準） 

 当中間会計期間から「ストック・

オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第８号）及び

「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 最終改正平成18年５月31

日 企業会計基準適用指針第11号）

を適用しております。 

  

  



  

  

  

  

      

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   これにより、11百万円の株式報酬

費用が販売費及び一般管理費に計上

されています。 

  

  



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  
  

(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,921百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,648百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,243百万円 

※２ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

その他に含めて表示しており

ます。 

※２ 消費税等の取扱い 

       同左 

※２  

    ―――――――― 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主な内訳は次の

とおりです。 

販促協力金 4百万円

不動産賃貸収入 10百万円

受取手数料 2百万円

※１ 営業外収益の主な内訳は次の

とおりです。 

販促協力金 20百万円

不動産賃貸収入 4百万円

受取手数料 12百万円

※１ 営業外収益の主な内訳は次の

とおりです。 

販促協力金 27百万円

不動産賃貸収入 13百万円

受取手数料 11百万円

※２ 営業外費用の主な内訳は次の

とおりです。 

支払利息 34百万円

社債利息 2百万円

不動産賃貸費用 10百万円

※２ 営業外費用の主な内訳は次の

とおりです。 

支払利息 44百万円

社債利息 2百万円

不動産賃貸費用 4百万円

※２ 営業外費用の主な内訳は次の

とおりです。 

支払利息 79百万円

社債利息 4百万円

新株発行費 4百万円

不動産賃貸費用 11百万円

違約金 20百万円

※３ 特別利益の主な内訳は次のと

おりです。 

貸倒引当金戻入 10百万円

※３ 特別利益の主な内訳は次のと

おりです。 

保険金収入 2百万円

※３ 特別利益の主な内訳は次のと

おりです。 

貸倒引当金戻入益 10百万円

※４ 特別損失の主な内訳は次のと

おりです。 

固定資産除却損 0百万円

敷金貸倒引当金繰
入 

17百万円

建設協力金貸倒損
失 

2百万円

減損損失 361百万円

※４ 特別損失の主な内訳は次のと

おりです。 

固定資産除却損 29百万円

リース解約損 8百万円

※４ 特別損失の主な内訳は次のと

おりです。 

固定資産除却損 7百万円

建設協力金貸倒損
失 

2百万円

敷金貸倒引当金繰
入 

10百万円

減損損失 439百万円

   (固定資産除却損の内訳) 

器具備品除却損 0百万円

   

   

   (固定資産除却損の内訳) 

建物 25百万円

構築物 0百万円

器具備品 0百万円

除却費用 3百万円

   (固定資産除却損の内訳) 

器具備品 0百万円

除却費用 7百万円



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 272百万円

無形固定資産 1百万円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 407百万円

無形固定資産 3百万円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 710百万円

無形固定資産 5百万円

      

 ６ 減損損失 

    当社は、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上い

たしました。 

 当社は、管理会計上の区分を考慮

して資産グループを決定しておりま

す。なお、営業用店舗については主

に各店舗を資産グループとしており

ます。 

 営業活動から生ずる損益が継続し

てマイナスとなる資産グループにつ

いて減損の兆候を把握し、回収可能

価額が帳簿価額を下回るものについ

て帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（361百

万円）として特別損失に計上いたし

ました。その内訳は、建物236百万

円、構築物20百万円、その他10百万

円及びリース資産93百万円でありま

す。なお、当資産グループの回収可

能価額は使用価値により測定してお

り、将来キャッシュ・フローを

2.8％で割り引いて算定しておりま

す。 

  

  

場所 用途 種類 

減損損

失(百万

円)

カラオケパー
ティースペー
ス「コート・
ダジュール」 
(新潟県長岡
市他４店舗） 

営業用店舗 建物他 361 

    ―――――――― ６ 減損損失 

    当社は、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上い

たしました。 

 当社は、管理会計上の区分を考慮

して資産グループを決定しておりま

す。なお、営業用店舗については主

に各店舗を資産グループとしており

ます。 

 営業活動から生ずる損益が継続し

てマイナスとなる資産グループにつ

いて減損の兆候を把握し、回収可能

価額が帳簿価額を下回るものについ

て帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（439百

万円）として特別損失に計上いたし

ました。その内訳は、建物281百万

円、構築物30百万円、器具備品11百

万円、その他0百万円及びリース資

産115百万円であります。なお、当

資産グループの回収可能価額は使用

価値により測定しており、将来キャ

ッシュ・フローを2.8％で割り引い

て算定しております。 

場所 用途 種類 

減損損

失(百万

円)

カラオケパー
ティースペー
ス「コート・
ダジュール」
(新潟県長岡
市他５店舗） 

営業用店舗 建物他 439 



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式及び自己株式に関する事項 

  

  

２ 新株予約権等に関する事項 

(注) 平成18年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

発行済株式         

普通株式(株)   23,896 ― ― 23,896 

自己株式         

普通株式(株) ― ― ― ― 

会社名 内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数（株） 当中間会計
期間末残高
（百万円）

前事業
年度末 

増加 減少 
当中間 
会計期間末 

提出会社 
平 成 18 年 ス ト ッ
ク・オプションと
しての新株予約権 

― ― ― ― ― 11 

          11 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月22日 
定時株主総会 

普通株式 47 2,000 平成18年３月31日 平成18年６月23日 



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金 699百万円

現金及び現金同等物 699百万円

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金 1,127百万円

現金及び現金同等物 1,127百万円

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

現金及び預金 2,399百万円

現金及び現金同等物 2,399百万円

  

２ 営業の譲受けにより増加した資

産の内訳 

有形固定資産 298百万円

無形固定資産 0百万円

投資その他の資産 136百万円

その他 7百万円

合計 443百万円

   

  

    ――――――――― 

  

２ 営業の譲受けにより増加した資

産及び負債の内訳 

流動資産 78百万円

固定資産 3,219百万円

その他 29百万円

 資産合計 3,328百万円

流動負債 1百万円

固定負債 19百万円

負債合計 20百万円

   



(リース取引関係) 

  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失

累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末

残高 
相当額 
(百万円)

器具備品 3,913 1,830 93 1,989

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

  
取得価額

相当額 
(百万円)

減価償却

累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失

累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末

残高 
相当額 
(百万円)

器具備品 5,327 2,211 112 3,004

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額 

 

取得価額

相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高

相当額 
(百万円)

器具備品 4,693 1,807 112 2,773

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 772百万円

１年超 1,322百万円

合計 2,095百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 1,037百万円

１年超 2,052百万円

合計 3,090百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残

高 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 934百万円

１年超 1,941百万円

合計 2,876百万円

リース資産減損勘定中間期末残高 

  72百万円

リース資産減損勘定中間期末残高 

  53百万円

リース資産減損勘定期末残高 

  72百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 415百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 

21百万円

減価償却費 
相当額 

380百万円

支払利息相当額 16百万円

減損損失 93百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 548百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 

19百万円

減価償却費
相当額 

508百万円

支払利息相当額 20百万円

減損損失 ―百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 937百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 

42百万円

減価償却費
相当額 

863百万円

支払利息相当額 34百万円

減損損失 115百万円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ① 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ① 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ① 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 ② 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。 

 ② 利息相当額の算定方法 

同左 

 ② 利息相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日現在) 

その他有価証券で時価のあるもの 

  

当中間会計期間末(平成18年９月30日現在) 

その他有価証券で時価のあるもの 

  

前事業年度末(平成18年３月31日現在) 

  

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日現在) 

当社が行っているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しておりますので、記載するものはありませ

ん。 

  

当中間会計期間末(平成18年９月30日現在) 

当社が行っているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しておりますので、記載するものはありませ

ん。 

  

前事業年度末(平成18年３月31日現在) 

当社が行っているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しておりますので、記載するものはありませ

ん。 

  

区分 取得原価（百万円）
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

  株式 0 0 △0 

合計 0 0 △0 

区分 取得原価（百万円）
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

  株式 0 0 0 

合計 0 0 0 

区分 取得原価（百万円）
貸借対照表計上額
（百万円） 

差額（百万円） 

  株式 0 0 0 

合計 0 0 0 



 (ストック・オプション等関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

１．当該中間会計期間における費用計上額及び科目名 

  販売費及び一般管理費   11百万円 

  

２．ストック・オプションの内容及び規模 

  

  

  

(持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

  

次へ 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成18年６月22日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社取締役６名 

当社従業員90名 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 569株 

付与日 平成18年７月21日 

権利確定条件 
付与日（平成18年７月21日）から権利確定日（平成20

年６月30日）まで継続して勤務していること。 

対象勤務期間 平成18年７月21日～平成20年６月30日 

権利行使期間 平成20年７月１日～平成23年６月30日 

権利行使価格（円） 475,747円 

付与日における公正な評価単価（円） 198,985円 



(１株当たり情報) 

  

(注)算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

  

  

  

  

  

  

  

２．１株当たり中間(当期)純利益 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 132,121円98銭 １株当たり純資産額 88,481円15銭 １株当たり純資産額 79,830円20銭

１株当たり 
中間純利益 

6,681円56銭
１株当たり 
中間純利益 

10,650円37銭
１株当たり
当期純利益 

17,108円94銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

  

 当社は、平成18年２月１日付で株

式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、以下のとおりとな

ります。 

  

前中間会計期間 

１株当たり純資産額 

66,060.99円 

１株当たり中間純利益 

3,340.78円 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益につきましては、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

  

当社は、平成18年２月１日付で株

式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、以下のとおりとな

ります。 

  

前事業年度 

１株当たり純資産額 

64,220.41円 

１株当たり当期純利益 

6,319.99円 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益につきましては、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  

    前中間会計期間末
（平成17年９月30日)

当中間会計期間末
（平成18年９月30日) 

前事業年度末 
（平成18年３月31日）

中間貸借対照表の純資産の
部の合計額 

(百万
円) 

― 2,125 ―

普通株式に係る純資産額 
(百万
円) 

― 2,114 ―

差額の主な内訳 
(百万
円) 

 

 新株予約権   ― 11 ―

普通株式の発行済株式数 (株) ― 23,896 ―

普通株式の自己株式数 (株) ― ― ―

１株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数 

(株) ― 23,896 ― 

    
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)



  

中間損益計算書(損益計算 
書)上の中間(当期)純利益 

(百万
円) 

79 254 434

普通株式に係る中間(当期) 
純利益 

(百万
円) 

79 254 408

普通株主に帰属しない金額
の主要な内訳 

(百万
円) 

 

 利益処分による役員賞与
金 

  ― ― 25

普通株主に帰属しない金額 
(百万
円) 

― ― 25

普通株式の期中平均株式数 (株) 11,948 23,896 23,896 



(重要な後発事象) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１．複合カフェ運営事業に係る営業

譲受 

当社は平成17年10月１日をもっ

て、親会社である株式会社アオキ

インターナショナルの営業の一部

であった複合カフェ運営事業を譲

受けました。 

 譲受けた営業、資産及び負債は

次のとおりです。 

 (1) 譲受けた営業 

 株式会社アオキインターナシ

ョナルの複合カフェ57店舗 

 (2) 譲受けた資産及び負債の譲受

け価額 

  

  

２．資金調達に係る取締役会決議 

当社は、営業譲受対価の支払、

新規出店に伴う投資及び運転資金

等の調達を目的として、平成17年

11月15日開催の取締役会の決議に

基づき、平成17年 11月に総額

4,800百万円の借入を行っており

ます。 

借入内容は以下のとおりです。 

（単位：百万円） 

(注)１．１年間元金据置後、４年間元金均等

返済 

２．上記借入に伴う、担保提供資産及び

保証はありません。 

  

  

資産 2,449百万円

負債 1百万円

借入

先 借入日 借入金

額 
借入利

率 
借入期

限 

返 済

条 件

等 

横浜

銀行 
H17. 

11.17 2,500 0.93％ H22. 

10.31  
( 注 )

１ 

八十

二銀

行 

H17. 

11.17 
1,000 0.93％ 

H22. 

11.17 
( 注 )

１ 

みず

ほ銀

行 

H17. 

11.17 
1,000 0.93％ 

H22. 

11.17 
( 注 )

１ 

明治

安田

生命

保険 

H17. 

11.30 
300 0.93％ 

H22. 

11.30 
( 注 )

１ 

合計 ― 4,800 ― ― ― 

資金調達に係る取締役会決議 

当社は、新規出店に伴う投資及

び運転資金等の調達を目的とし

て、平成18年11月14日開催の取締

役会の決議に基づき、平成18年11

月16日に総額3,000百万円の借入

を行っております。 

借入内容は以下のとおりです。 

（単位：百万円） 

(注)１．１年間元金据置後、４年間元金均等

返済 

２．上記借入に伴う、担保提供資産及び

保証はありません。 

  

借入

先 借入日 借入金

額 
借入利

率 
借入期

限 

返 済

条 件

等 

横浜

銀行 
H18. 

11.16 2,000 1.35％ H23. 

10.31  
( 注 )

１ 

八十

二銀

行 

H18. 

11.16 
1,000 1.36％ 

H23. 

11.16 
( 注 )

１ 

合計 ― 3,000 ― ― ― 

当社は平成18年６月22日開催の

第11回定時株主総会において、会

社法第236条、第238条及び第239条

の規定に基づき、ストックオプシ

ョンとして新株予約権を無償で発

行することを決議いたしました。 

(1) 新株予約権の目的たる株式の

種類 

普通株式 

(2) 新株予約権の目的たる株式の

数 

合計570株を上限とする。 

(3) 新株予約権の総数 

合計570個を上限とする。 

(4) 新株予約権の払込金額 

無償で発行する。 

(5) 新株予約権の行使時の払込金

額 

新株予約権の行使時における

普通株式１株当たりの払込金額

は、新株予約権の割当日の属す

る月の前月の各日（取引が成立

しない日を除く。）における株

式会社ジャスダック証券取引所

（以下「ジャスダック証券取引

所」という。）の当社普通株式

の終値の平均値に1.025を乗じ

た価額とし、計算の結果生じる

１円未満の端数は切り上げるも

のとする。ただし、新株予約権

割当日の前日のジャスダック証

券取引所における当社普通株式

の終値（取引が成立しない場合

はその前日の終値）を下回る場

合は、当該日の終値とする。 

(6) 新株予約権の行使期間 

平成20年７月１日から 

平成23年６月30日まで 

  



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３．株式分割に係る取締役会決議 

当社は平成17年12月６日開催の

取締役会において、次のように株

式分割による新株式の発行を決議

いたしました。 

 (1) 平成18年２月１日付をもって

普通株式１株につき２株に分割

する。 

①分割により増加する株式数 

普通株式    11,948株 

②分割方法 

平成18年１月31日最終の株

主名簿及び実質株主名簿に記

載または記録された株主の所

有株式数を、１株につき２株

の割合をもって分割する。 

(2) 配当起算日 

平成17年10月１日 

  

  

    



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

  

(1) 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第11期) 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

  
平成18年６月23日 
関東財務局長に提出。 

(2) 臨時報告書 
平成18年７月24日 関東財務局長に提出 
証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項 

第２号の２の規定（新株予約権証券の発行）に基づく臨時報告書であります。



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成17年12月21日

株 式 会 社 ヴ ァ リ ッ ク 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヴァリック

の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第11期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）に

係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ヴァリックの平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30

日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  
追記情報 

 １．会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より固定資産の減損に係る会計基準を適用して中間財務諸表

を作成している。 

 ２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年10月１日をもって、親会社である株式会社アオキインターナショナ

ルの営業の一部であった複合カフェ運営事業を譲受けた。 

 ３．重要な後発事象に記載されているとおり、営業譲受対価の支払、新規出店に伴う投資及び運転資金等の調達を目的として、平

成17年11月に総額4,800百万円の借入を行っている。 

 ４．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年12月６日開催の取締役会において、平成18年２月１日付をもって普

通株式１株につき２株に分割する方法による新株式の発行を決議した。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 仲 澤 孝 宏 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 小 林 昭 夫 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成18年12月21日

株 式 会 社 ヴ ァ リ ッ ク 

取 締 役 会 御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヴァリック

の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第12期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に

係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に

ついて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ヴァリックの平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

  

  

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別

途保管しております。 

  

  

あ ら た 監 査 法 人 

 
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 友 田 和 彦 

     

 
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 小 林 昭 夫 
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